
野外焼却行為(野焼き)は禁止です
農村環境課☎552-6253

【注意】リチウムイオン電池などの小型充電式電池の廃棄について
農村環境課☎552-6253

用途地域変更案に係る説明会のお知らせ
地域計画課☎552-1118

　令和7年8月18日､ ごみ収集車の荷箱内で発火する事案
がありました｡ もえるごみ袋の中に入っていたリチウム
イオンバッテリーが発火したものと考えられます｡ 幸い
早期発見により大事には至りませんでしたが､ 車両火災
や清掃センター内の火災につながりかねない事案です｡

　市の用途地域は、昭和59年にJR篠山口駅
周辺を対象に指定し、一部変更を行いなが
ら、適正な土地利用などの誘導を図ってき
ました。しかし、前回の変更から27年が経
過し、現況の土地利用が変化したことによ
り、用途地域の変更の必要性が高まってき
ました。
　そこで、令和5年度に策定した都市計画マ
スタープランに示した目標に加え、良好な
市街地形成と合理的な土地利用を図ること
を目的に、用途地域変更案の作成を進めて
きました。
　このたび、用途地域の変更案がまとまり
ましたので、下記の日程で説明会を開催し
ます。

◆野焼きによる火災・健康被害

◆火災・健康被害を防ぐために

　小型充電式電池の廃棄についてはメーカーに
問い合わせるか､ 下記の方法で行ってください｡

⃝リサイクル協力店への持ち込み
　(�一般社団法人JBRCのホームページから検索
可能)

⃝資源ごみ拠点回収への持ち込み
　(毎月第2水曜日)
⃝�清掃センターへの持ち込み�
(有料)

▲ごみ収集車の荷箱内で発火したリチウムイオンバッテリー

と き　�①10月23日(木) 19:00～20:30�
②10月25日(土) 14:00～15:30

場 所　四季の森生涯学習センター
※�両日とも同じ内容で開催します。ご都
合が良い日にご参加ください。

　農業や林業を営むために真にやむを得ない
ものであっても、野焼きによって煙や臭いが
発生し、周辺住民の迷惑となる場合は、野焼
き禁止の例外に当てはまりません。

　また、住宅付近や山すそなどでの野焼きは、
火災につながりますので控えてください。火
災を防ぐため、また、煙による健康被害を防
ぐため、ご理解とご協力をお願いします。

　全国で発生している山火事の原因の多くは、
野焼きなど火の取り扱いの不注意によるもの
です。市内でも野焼きを原因とした火災が非
常に多く発生しています。野焼きは大変危険
な行為です。

　また、市役所には野焼きによる健康被害の
苦情が多く寄せられています。野焼きによる
煙や臭いによって、深刻な被害を受けている
方、つらい思いをしている方も多数います。

◆野焼きは禁止行為です

　廃棄物処理法により、野焼きは禁止されて
います。ただし、農業や林業を営むためにや
むを得ないものとして行われる焼却行為であ
って、周辺地域の生活環境に与える影響が軽
微である場合などに限り、一部例外として扱
われているにすぎません。
　農地の土手やあぜの草を刈らずに焼却する
「あぜ焼き」は、真にやむを得ない理由が必要

ですし、火炎の管理ができずに火災につなが
ることが多いため、極力控えてください。

【例外となるものの例】
⃝農業者が行う稲わらなどの焼却
⃝�農業を営むために農業者が畑の肥料とな
る焼灰を作る目的での灰屋での焼却

リチウムイオン電池などのリチウムイオン電池などの
使用済み小型充電式電池は使用済み小型充電式電池は
ごみステーションにごみステーションに
出さないでください！出さないでください！

パブリックコメント募集 問い合わせ　創造都市課☎552-5106

■募集期間　9月19日(金)～10月20日(月)
■提出方法　
任意の様式に意見および住所、氏名を記入の上、
右記に提出、または担当課まで持参

メール	 sozotoshi_div@city.sasayama.hyogo.jp
F A X 	 079-552-5665
郵　送	 〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41

創造都市課あて

＜第3次丹波篠山市総合計画後期基本計画(案)＞

　市のまちづくりの大きな方向性
を示す最上位計画です。

＜丹波篠山市過疎地域持続的発展計画(案)＞

　過疎地域（旧篠山町）の持続的
発展を目的とする計画です。
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市政レーダー

定額減税不足額給付金の支給について
丹波篠山市不足額給付金コールセンター☎0120-002-374(8:30～20:00/土・日・祝含む)

10月は乳がん月間　～月に一度は自己検診～
健康課☎594-1117

10月から始まるワクチン接種のご案内
健康課☎594-1117 給付対象であるかどうかフローチャートで確認する

　定額減税対象者のうち､ 定額減税しきれないと
見込まれる方には令和6年度に調整給付金を支給し
ました｡ 令和6年分所得税額および定額減税の実績
額などが確定したことに伴い､ 調整給付額に不足
が生じた方に ｢不足額給付金｣ を支給します｡

　支給対象者には9月初旬から順次、「不足
額給付のお知らせ」または「不足額給付に関
するご案内(確認書)」を送付しています。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

支給対象者には申請書などが届きます
　自己検診とは、自分自身の身体を定期的にチェックすることで、早期に異常を見つけることです。
　乳がんは自己検診を行うことで、早期に発見できる唯一のがんです。月に一度は自分の乳房の状態を確認し、
異常がないかチェックしてみましょう。

新型コロナワクチン接種の補助について
⃝期間　10月1日(水)〜令和8年3月31日(火)
⃝対象者
・65歳以上の方
・�60～64歳で､ 心臓・腎臓または呼吸器の機能に障がいが
あり、身の回りの生活が極度に制限される方や、ヒト免
疫不全ウイルス（HIV）による免疫の機能に障害があり、
日常生活がほとんど不可能な方(障害者手帳1級相当)

⃝接種回数　1回　　⃝自己負担額　4,500円
⃝医療機関よってワクチンメーカーが異なる場合があります。
★�上記対象者以外の方は任意接種となり、費用は全額自己
負担です。

新型コロナ·インフルエンザワクチン
医療機関名 電話番号

あしだ内科医院 590-1500
石井医院 596-0003
いわくらクリニック 554-1533
岡本病院 ※1 594-1616
小嶋医院 590-2350
かわいクリニック 552-0308
河合整形外科 552-6244
草山診療所 592-0011
小徳整形外科 ※1 590-1510
今田診療所 590-3050

医療機関名 電話番号
後川診療所 556-3735
東雲診療所 558-0053
栖田内科 552-0338
砂山内科クリニック 594-5677
住吉台こどもクリニック 556-8270
建井医院 594-0569
寺本耳鼻咽喉科医院 506-9307
中野医院 594-2211
西井クリニック 595-0221
にしき記念病院 593-1352
兵庫医科大学
ささやま医療センター 552-1181

医療機関名 電話番号
馬嶋医院 552-0103
山鳥病院 557-0005

インフルエンザワクチンのみ
医療機関名 電話番号

芦田皮フ科 552-8300
小畠内科クリニック 556-2800
すぎもとボーン・
クリニーク（小児科） 506-3753
細見クリニック 552-6007

申し込み方法・指定医療機関　希望する市内指定医療機関へ、直接電話などで申し込みください。

インフルエンザワクチン接種の補助について
⃝期間　10月1日(水)〜令和8年1月31日(土)
▼以下の方は補助の対象です

高
齢
者

対象 65歳以上
接種回数 １回
個人負担額 1,000円

小
　
児

対象 生後6カ月～15歳(中学3年生)

接種回数 生後6カ月～12歳=2回
13～15歳＝1回

費用助成額 1回目=2,500円
2回目=1,000円

※市内医療機関以外で接種される方は上記までお問い合わせください。(別途書類が必要な場合、作成に10日ほどかかります)

※1=�インフルエンザワクチンは�
小児以外。

Point1：見て …乳房に「へこみ」「ただれ」はありませんか？
　鏡の前に立ち、頭の後ろで手を組み、色や形を見てください。

Point2：触って …「しこり」はありませんか？　
　�４本指で「の」の字を書くように指先で軽くなでながら、しこりの
有無を調べます。鎖骨から肋

ろっ

骨
こつ

の上まで、広範囲に触りましょう。

Point3：つまんで …「血の混じったような分泌物」は出ませんか？　
　�指で乳頭の根本を軽くつまんで、分泌物が出ないか調べます。

Point4：���横に 
なって

…「しこり」はありませんか？
　�あおむけに寝て、背中の下に低めの枕か畳んだタオルを入れて、乳
房を触り、しこりの有無を調べてください。

※脇の下もチェックして、腫れやしこりがないか確認しましょう。

給付金の手続きについて

届いた書類の種類に応じて、以下のとおり手続きしてください。

◎どちらも届かない場合

　課税情報で対象者を特定できない場合もある
ため、下記フローチャートで支給対象であるか
確認し、支給対象であるにもかかわらず案内が
届かない場合は、上記コールセンターまでご連
絡ください。

◎「不足額給付のお知らせ」が届いた方

申請は不要
お知らせに記載の口座に振り込みます。

◎「不足額給付に関するご案内(確認書)」が届いた方

申請が必要
案内に従い、振込口座などの申請をしてください。
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令和６年中の合計所得金額が

1,805万円以下

以下のいずれの税額も０円である
・令和6年分所得税

・令和6年度住民税所得割

令和６年分の
「源泉徴収票」や「確定申告書」に

減税しきれない額がある

減税しきれない額が令和6年度実施の
当初調整給付で全額支払われた

令和７年１月１日時点で
住民登録があった市区町村へ

お問い合わせください
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はいはい

×

　
対
象
外

い
い
え

い
い
え

令和６年分 または 令和５年分
所得について

税制度上の
扶養親族になれない

ex)事業専従者、
合計所得48万円超

令和5・6年度実施の

の支給対象世帯の世帯主・世帯員だった

住民税非課税世帯  または
均等割のみ課税世帯への給付金

※定額減税前の額

詐
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